
健全化判断比率等について 

平成 19 年 6 月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、毎

年度、新しい財政指標（健全化判断比率及び資金不足比率）を算定し、監査委員の

審査に付した上で議会に報告し、公表することが義務付けられました。 

健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担

比率）は、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必

要性を判断するものとして定められた指標で、それぞれの比率に応じて「健全」「早

期健全化」「財政再生」の 3 段階に区分するものです。 

資金不足比率は、地方公営企業の経営の健全性を判断するものとして定められた

指標で、公営企業会計ごとに算定し、「健全」「経営健全化」の 2 段階に区分するも

のです。 

 

平成 21 年度決算に基づく健全化判断比率等 

 実質赤字比率と連結赤字比率は、黒字のため該当ありませんでした。 

また、実質公債費比率と将来負担比率はともに早期健全化基準を下回り、現状で

は大きな問題はありません。「健全段階」 

１．健全化判断比率 ※平成 21 年度の数値は、平成 22 年 7 月 28 日時点の暫定値 

指   標 平成 21 年度 早期健全化基準 財政再生基準 
（参考） 

平成 20 年度 

実質赤字比率 ―％ 15.00％ 20.00％ ―％ 

連結実質赤字比率 ―％ 20.00％ 40.00％ ―％ 

実質公債費比率 17.4％ 25.0％ 35.0％ 17.7％ 

将来負担比率 119.6％ 350.0％  136.1％ 

※実質赤字比率と連結実質赤字比率は、赤字額がないため「―％」で表示しています。 

 

２．公営企業会計に係る資金不足比率 

各公営企業会計とも資金不足が生じた公営企業がないため、資金不足比率は該当

ありませんでした。「健全段階」 

 

特別会計の名称 平成 21 年度 経営健全化基準 
（参考） 

平成 20 年度 

水道事業会計 ―％ 20.0％ ―％ 

病院事業会計 ―％ 20.0％ ―％ 

農業集落排水事業特別会計 ―％ 20.0％ ―％ 

飯綱公共下水道事業特別会計 ―％ 20.0％ ―％ 

※資金不足比率がないため、「―％」で表示しています。 



 

◎ 飯綱町の健全化判断比率等の概要 

（1）健全化判断比率 

指   標 算定方法 対象範囲 

実質赤字比率 

一般会計等の実質赤字額 

標準財政規模 

 

※一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規

模に対する比率 

一般会計等 

連結実質赤字比率 

連結実質赤字額 

標準財政規模 

 

※全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足

額）の標準財政規模に対する比率 

一般会計等 

公営事業会計 

実質公債費比率 

（3 か年平均） 

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－ 

（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る 

基準財政需要額算入額） 

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金 

に係る基準財政需要額算入額） 

 

※一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償

還金の標準財政規模に対する比率 

一般会計等 

一部事務組合 

広域連合 

将来負担比率 

将来負担額－ 

（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在

高等に係る基準財政需要額算入見込額） 

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金 

に係る基準財政需要額算入額） 

 

※一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標

準財政規模に対する比率 

一般会計等 

一部事務組合 

広域連合 

土地開発公社 

 

（2）資金不足比率 

指   標 算定方法 対象範囲 

資金不足比率 

資金の不足額 

事業の規模 

 

※資金不足額の事業規模に対する比率（公営企業

ごとに算定） 

水道事業会計 

病院事業会計 

農業集落排水事業

特別会計 

飯綱公共下水道 

事業特別会計 

 

 



【対象範囲の概要】

財政健全化法における健全化判断比率等の対象範囲（平成21年度）
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※1 普通会計とは、公営事業会計以外の会計を統合して一つの会計としてまとめたもので、地方

財政状況調査（決算統計）等自治体相互の比較ができるようにしたもの

※2 公営企業法に掲載された事業であるが、特別会計を設けて事業の経理を行っているもの

※3 公営企業法に掲載された事業であり、複式簿記等の企業会計で処理を行っているもの



○実質赤字比率 

 福祉、教育、まちづくり等を行う一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営

の悪化の度合いを示すものです。 

 

 地方公共団体の一会計年度（4 月から翌年 3 月まで）における歳出は、歳入の範

囲内で行うことが原則であり、歳入が歳出に対して不足することは、赤字が生じて

いるということになります。この赤字の程度を示すため、実質赤字額を地方公共団

体の一般財源（町税や地方交付税等）の標準的な規模を表す標準財政規模で除した

比率が実質赤字比率です。 

 

 本町の平成 21 年度決算においては、実質赤字は生じておりませんので、実質赤

字比率の表記については、実質赤字額がないことを示す「―％」となっています。 

 なお、一般会計等の黒字額の程度をご覧いただくため、一般会計の実質収支額を

分子として標準財政規模と比較したものを、下記の実質赤字比率の算定結果で表示

（△％）しています。 

 

【一般会計等の状況】                    （単位：千円） 

会計名 
歳入総額 

Ａ 

歳出総額 

Ｂ 

翌年度へ繰り越

すべき財源Ｃ 

実質収支額 

Ａ-Ｂ-Ｃ 

一般会計 8,010,456 7,661,148 42,122 307,186 

住宅新築資金等貸付

事業 
35 34  1 

福井団地終末処理場

管理事業 
31,574 27,355  4,219 

からまつの丘地区 

汚水処理場管理事業 
1,913 1,605  308 

飯綱東高原観光事業 86,283 78,164  8,119 

一般会計等 合計 8,130,261 7,768,306 42,122 319,833 

 

【実質赤字比率の算定結果】 

※飯綱町の標準財政規模 4,674,351 千円 

 

 

 

 

 

 

 

（△319,833）千円 

実質赤字比率＝         ＝ ―％ △6.84％（参考Ｈ20 △6.22） 

         4,674,351 千円 



○連結実質赤字比率 

 すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指

標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示すものです。 

 

 地方公共団体の会計は、町税、地方交付税などの一般財源を支出の主な財源とす

る一般会計のほか、料金収入等を財源として事業を実施する下水道事業（農集、公

共下水道）等特別会計など各種の公営事業会計があります。 

 料金収入等で解消できない赤字があれば、地方公共団体全体としてこの赤字に対

処しなければならなくなります。このため、地方公共団体全ての会計の赤字額と黒

字額を合算して、全体の赤字額を標準財政規模で除した比率が、連結実質赤字比率

です。 

 本町の各会計の収支状況は、下記「各会計の状況」のとおりであり、赤字を生じ

ている会計はありませんので、連結実質赤字比率の表記についても、実質赤字比率

と同様に連結実質赤字額がないことを示す「―％」となっています。 

  

なお、本町全体の黒字額の程度をご覧いただくため、各会計の実質収支額及び剰

余額の合計額を分子として標準財政規模と比較したものを、下記の連結実質赤字比

率の算定結果で表示（△％）しています。 

 

【各会計の状況】                      （単位：千円） 

会計名 
歳入総額 

Ａ 

歳出総額 

Ｂ 

翌年度へ繰り越

すべき財源Ｃ 

実質収支額 

Ａ-Ｂ-Ｃ 

一般会計等 8,130,261 7,768,306 42,122 319,833 

国民健康保険事業 1,165,626 1,128,358  37,268 

介護保険事業 912,076 874,020  38,056 

後期高齢者医療 97,808 96,799  1,009 

老人保健医療 2,676 2,691  △15 

訪問看護ステーション 56,357 46,531  9,826 

※水道事業 778,185 13,317  764,868 

※病院事業 303,841 208,948  94,893 

農業集落排水事業 422,002 418,517  3,485 

飯綱公共下水道事業 286,688 285,825  863 

各会計 合計 12,155,520 10,843,312 42,122 1,270,086 

※水道事業と病院事業は公営企業会計の法適用のため、Ａは流動資産、Ｂは流動負債と読み替

える。 

【連結実質赤字比率の算定結果】 

※飯綱町の標準財政規模 4,674,351 千円 

 

 

 

（△1,270,086）千円 

連結実質赤字比率＝         ＝―％ △27.17％（参考Ｈ20 △27.31） 

            4,674,351 千円 



○実質公債費比率 

 借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す

ものです。 

 

 地方公共団体の一会計年度を超える長期の借入金を地方債といい、この返済に充

てる元利償還金等の経費を公債費といいます。 

 一般会計における公債費はもちろん一般会計の義務的な経費になりますが、公営

企業等の他会計の公債費に対して、一般会計から他会計へ繰り出す経費も一般会計

の負担額として捉える必要があります。 

 これら公債費に準じた経費も加算して実質的な公債費を算出し、標準財政規模を

基本とした額（標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額を控除した

額）と比較して指標化したものが、実質公債費比率です。 

  

【分子の計算】                        （単位：千円） 

算定に用いた基礎数値 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

① 元利償還金の額（繰上償還額除く） 820.396 710,661 649,221 

② 公営企業の公債費への繰出金 662,745 707,201 726,924 

③ 一部事務組合等の公債費負担分 85,420 85,279 79,367 

④ 公債費に準じる債務負担行為分 14,025 23,261 39,026 

⑤ 一時借入金の利子 0 0 0 

⑥     ①～⑤ 計 1,582,586 1,526,402 1,494,538 

⑦ 公債費の特定財源等 10,255 10,307 10,199 

⑧ 普通交付税で基準財政需要額に算

入されるもの（公債費に係るもの） 
916,321 884,275 850,192 

 

【分母の計算】                        (単位：千円) 

算定に用いた基礎数値 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

⑨ 標準財政規模 4,452,492 4,524,278 4,674,351 

⑩ 普通交付税で基準財政需要額に算

入されるもの（公債費に係るもの） 
916,321 884,275 850,192 

 

（単位：千円）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1,582,586 － 10,255 － 916,321 

19 年度 ＝                     ＝ 18.5％ 

（単年度）      4,452,492 － 916,321 

        1,526,402 － 10,307 － 884,275 

20 年度 ＝                     ＝ 17.3％ 

（単年度）      4,524,278 － 884,275 

        1,494,538 － 10,199 － 850,192 

21 年度 ＝                     ＝ 16.5％ 

（単年度）      4,674,351 － 850,192 

 

 



【実質公債費比率の算定結果】（Ｈ19～21 の 3 か年平均） 

 

 

 

 

 

 平成 21 年度決算における 3 か年平均値は 17.4％となり、前年度に比べ 0.3 ポイ

ント改善しました。 

 この主な要因は、①元利償還金の額が減少△61,440 千円、②公営企業の公債費へ

の繰出金の増加＋19,723 千円（うち水道 13,238 千円、病院 7,020 千円等）、⑨標準

財政規模の増加＋150,073 千円（うち臨時財政対策債発行可能額＋122,659 千円）

によるものです。 

 

 

○将来負担比率 

 地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある

負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示すも

のです。 

 

 地方公共団体が将来支払っていく負債には、一般会計における地方債残高のほか、

債務負担行為のように借入金でないものの契約等で将来の支払いを約束したもの、

下水道・病院事業債のように公営企業等他会計の地方債現在高で一般会計が負担す

るもの、広域連合・一部事務組合が整備した施設に係る地方債の本町負担分及び一

般会計で負担すべき職員の退職手当などがあります。 

 また、当該地方公共団体が設立した土地開発公社の負債についても、経営状況に

よっては、将来、一般会計で負担しなければならないこともありえます。 

 このように一般会計等が将来的に負担することが予想される実質的な負債にあ

たる額を将来負担額として把握し、この将来負担額から負債の返済に充てることが

できる基金等の額を差し引いたうえで、標準財政規模を基本とした額（標準財政規

模から元利償還金等に係る基準財政需要額を控除した額）で除したものが、将来負

担比率です。 

 

【分子の計算】                        （単位：千円） 

算定に用いた基礎数値 平成 21 年度 平成 20 年度 

① 一般会計等の年度末地方債残高 5,566,378 5,497,901 

② 債務負担行為に基づく支出予定額 713,426 725,969 

③ 公営企業等の地方債残高に対する繰出予定額 9,792,208 9,833,726 

④ 一部事務組合等の年度末地方債現在高のうち、

本町が負担しなければならない額 
174,799 242,096 

⑤ 年度末に全職員が退職した場合に一般会計等

が負担しなければならない額 
1,060,990 1,368,756 

          18.5％＋17.3％＋16.5％ 

実質公債費比率＝              ＝17.4％（参考Ｈ20 17.7％） 

          3 



⑥ 土地開発公社における負債の負担見込額 162,616 193,331 

⑦ 連結実質赤字額 0 0 

⑧ 組合等連結実質赤字額負担見込額 0 0 

⑨     ①～⑧ 計 17,470,417 17,861,779 

⑩ 充当可能基金 2,533,451 2,453,300 

⑪ 充当可能特定歳入 159,942 163,738 

⑫ 普通交付税の基準財政需要額算入見込額 10,203,039 10,287,942 

 

【分母の計算】                        (単位：千円) 

算定に用いた基礎数値 平成 21 年度 平成 20 年度 

⑬ 標準財政規模 4,674,351 4,524,278 

⑭ 普通交付税の基準財政需要額算入額 850,192 884,275 

 

【将来負担比率の算定結果】                  （単位：千円） 

 

 

 

 

 平成 21 年度決算における数値は 119.6％となり、前年度に比べ 16.5 ポイント改

善しました。 

 この主な要因は、④のうち北部衛生施設組合の地方債現在高減少に伴う町負担見

込額による減少△73,277 千円、⑤の市町村総合事務組合による退職手当積立額報告

誤り（Ｈ20）等による減少△453,904 千円、⑩のうち財政調整基金の積立による増

加 84,000 千円、⑫のうち下水道費△234,472 千円、保健衛生費（病院事業債分）△

55,672 千円及び清掃費△63,799 千円等による減少並びに公債費の臨時財政対策債

と合併特例債償還費等の増加 384,093 千円、⑬標準財政規模の増加＋150,073 千円

（うち臨時財政対策債発行可能額＋122,659 千円）によるものです。 

 

※参考：平成 20 年度                      （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

○資金不足比率 

 公営企業の資金を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化

し、経営状態の悪化の度合いを示すものです。 

 

 公営企業会計における資金不足額（一般会計等における実質赤字額に相当するも

の）を企業の事業規模で除した比率が資金不足比率です。 

        17,470,417－2,533,451－159,942－10,203,039 

将来負担比率＝                       ＝119.6％ 

              4,674,351－850,192 

17,861,779－2,453,300－163,738－10,287,942 

将来負担比率＝                       ＝136.1％ 

              4,524,278－884,275 



 この比率が高いほど料金収入等で資金不足を解消するのが難しくなるので、公営

企業として経営状況に問題があることを示しています。 

 本町の公営企業会計においては、すべての会計において剰余金（黒字）が発生し

ている状況にあるため、資金不足比率の表記についても実質赤字比率と同様に資金

不足がないことを示す「―％」となっています。 

 なお、各会計の黒字額の程度をご覧いただくため、各公営企業会計の実質収支額

及び剰余額の合計額を分子として各会計の事業規模と比較したものを、下記の資金

不足比率の算定結果で表示（△％）しています。 

 

【各会計ごとの資金不足額】                  （単位：千円） 

会計名 
歳出総額 

Ａ 

歳入総額 

Ｂ 

翌年度へ繰り越

すべき財源Ｃ 

資金不足額 

Ａ-（Ｂ-Ｃ） 

※水道事業 13,317 778,185  △764,868 

※病院事業 208,948 303,841  △94,893 

農業集落排水事業 418,517 422,002  △3,485 

飯綱公共下水道事業 285,825 286,688  △863 

※水道事業と病院事業は、公営企業会計の法適用のため、Ａは流動負債、Ｂは流動資産と読み

替える。 

【事業規模】 

・法適用企業：営業収益の額－受託工事収益の額 

・法非適用企業：営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額 

【資金不足比率の算定結果】 

※水道事業の事業規模 264,551 千円              （単位：千円） 

 

 

 

 

※病院事業の事業規模 1,648,171 千円             （単位：千円） 

 

 

 

 

※農業集落排水事業の事業規模 51,133 千円           （単位：千円） 

 

 

 

 

※飯綱公共下水道事業の事業規模 74,317 千円          （単位：千円） 

 

 

（△764,868） 

水道事業 ＝        ＝ ―％ △289.1％（参考Ｈ20 △284.7％） 

          264,551 

（△94,893） 

病院事業 ＝        ＝ ―％  △5.8％（参考Ｈ20 △10.6％） 

         1,648,171 

（△3,485） 

農業集落排水事業 ＝       ＝ ―％ △6.8％（参考Ｈ20 △2.0％） 

              51,133 

（△863） 

飯綱公共下水道事業＝       ＝ ―％ △1.2％（参考Ｈ20 △0.3％） 

              74,317 


